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No. 質　問 回　答

1

「予防給付に残るサービス利用が１つで

もあるケースのプランは移行しない」と

のことだが、デイサービスを週１回、福

祉用具または訪問リハビリなどを利用す

る場合、サポート事業に移行しないとい

う考えでよろしいか。

保険（予防）給付のサービスの利用があ

る場合、

①ケアプラン作成は介護予防ケアマネジ

メントに移行はせず、介護予防支援のま

まですが、

②訪問介護、通所介護のサービスはサ

ポート事業へ移行します。

2
担当する利用者がケアマネジメントAで

なくなると担当は終了となるのか。

「継続コース」（ケアマネジメントA）

のみ利用の計画が終了する場合、ケアプ

ラン担当は終了となります。

但し、訪問看護や福祉用具貸与などの保

険（予防）給付を併用していて、保険

（予防）給付分を継続利用する場合、担

当は継続となります。

3

介護予防ケアマネジメントの委託を居宅

介護支援事業者のケアマネジャーが受け

た場合、算定件数は介護予防支援と同様

に0.5件として数えられるのか。

介護予防ケアマネジメントの件数は居宅

介護支援費の取扱件数に含めないとされ

ています。

4

要介護１で保険（介護）給付、要支援１

でサポート事業のみの利用の夫婦を担当

している場合、要介護１は居宅、要支援

１は包括と担当が分かれるのか。

要支援１の方が平成２９年３月末までに

サービスを利用していて、ケアプランを

委託していれば担当は変わりません。

平成２９年４月以降の新規申請でサポー

ト事業を利用する場合は、地域包括支援

センターが担当します。

5

短期入所を利用する月としない月がある

場合等、介護予防支援と介護予防ケアマ

ネジメントを行き来するようなケースの

ケアプランは毎月作り直すのか。

ケアプランの書式を介護予防支援と介護

予防ケアマネジメントとの共通書式とし

ますので、どちらの計画内容も１枚のケ

アプランに記載してください。

ケアプランは１枚ですが、介護予防支援

と介護予防ケアマネジメントは請求費目

が異なりますのでご注意ください。

＜居宅介護支援事業者からの質問＞

ケアプラン関連
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6
介護予防ケアマネジメントの委託料はど

うなるのか。

介護予防ケアマネジメントの委託料は現

行の介護予防支援の委託料と同じです。

7

サポート事業（訪問介護、通所介護）は

既存のサービスがサポート事業に変わる

のか、新たに吹田市で事業所ができるの

か。

既存のサービス事業所が吹田市の指定を

受けて現行相当のサービスを提供しま

す。

8

訪問介護を利用していて、医療保険で訪

問看護を利用している場合もサポート事

業に移行するのか。

訪問介護はサポート事業に移行します。

9

利用者が他市の事業所の利用を希望する

場合、事業者が吹田市の指定を受けてい

るのか改めて確認する必要があるのか。

当該事業者が吹田市の事業所指定を受け

ていない場合もありますので、その都度

確認をお願いします。平成２９年３月末

に指定事業者が確定した時点で指定事業

者一覧を高齢福祉室のホームページに掲

載する予定です。

10 継続コースは更新後も利用できるのか。

モニタリングや評価でサービスの継続利

用が必要と判断されれば、利用可能で

す。基本チェックリスト（介護予防サー

ビス・支援計画書作成用）を実施し、新

たなケアプランを作成してください。

1

「介護予防ケアマネジメント（ケアプラ

ン作成）」と「訪問型短期集中サービス

（市が実施するサービス）」は利用者負

担「なし」とのことだが、「負担なし」

で間違いないか。

「介護予防ケアマネジメント（ケアプラ

ン作成）」と「訪問型短期集中サポート

サービス（市が実施予定の専門職の訪問

サービス）」は、記載のとおり「負担な

し」です。但し、訪問型短期集中サポー

トサービスは通所型サポートサービスの

利用が必須であり、これには費用負担が

発生します。

費用負担関連
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1

要介護等認定調査を受けずに基本チェッ

クリストのみでサポート事業を利用でき

るということか。

基本チェックリストで国の決めた基準に

該当すれば事業対象者となり、サポート

事業を利用することが可能であると確認

できます。その後、アセスメントなどの

所定の手続きを経ることで、要介護等認

定を受けずにサポート事業を利用できま

す。

2

サポート事業に移行後の基本チェックリ

ストは地域包括支援センターが行うの

か。

サポート事業移行後のケアプラン期間終

了時、継続してサポート事業の利用が必

要であれば、基本チェックリスト（介護

予防サービス・支援計画作成用）を実施

します。この基本チェックリスト（介護

予防サービス・支援計画作成用）は基本

チェックリスト該当者と判断するもので

はなく、新たなケアプラン作成のための

再アセスメントとして、ケアプラン作成

者が実施するもので、包括職員、委託し

ている場合は担当ケアマネジャーが実施

します。

3

基本チェックリスト実施の場合、主治医

意見書はもらうことができないというこ

とか。

基本チェックリスト実施の場合は主治医

意見書はいただきません。主治医の意見

等をうかがう必要がある場合は、包括職

員又は担当ケアマネジャーから依頼して

「診療情報提供書」を書いていただきま

す。

4

要介護等認定調査か基本チェックリスト

かを選ぶ際、認定を選び、その結果が非

該当となった場合、改めて基本チェック

リストを受け、サービスを利用すること

になるのか。

まず、認定の結果が非該当であったこと

や本人の状態等から本人にとって必要な

サービスか等検討をお願いします。必要

に応じ基本チェックリストで国の決めた

基準に該当すれば事業対象者となり、サ

ポート事業を利用することが可能である

と確認できます。その後、アセスメント

などの所定の手続きを経ることで、サ

ポート事業を利用できます。

基本チェックリスト関連
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1
サポート事業のサービス利用料は医療費

控除の対象となるのか。

保険（予防）給付の利用料と同様、生活

援助中心のサービスを除き、医療費控除

の対象となる居宅サービスと併せて利用

する場合のみ、医療費控除の対象となり

ます。

2

保険（予防）給付の利用者の介護保険被

保険者証はサポート事業となった場合、

どうなるのか。また、有効期間はどうな

るのか。

現在発行されている介護保険被保険者証

と同じ書式の介護保険被保険者証に事業

対象者である旨記載をします。

基本チェックリストに有効期間は設けま

せん。

3

契約書類等は２９年４月に変更となると

のことだが、認定の有効期間終了が平成

２９年４月以降の場合は、まず、４月に

書類変更のみ手続すればよいか。

契約書類等の差替えは認定の有効期間が

終了する利用者から順番にお願いしま

す。４月に一斉に差替える必要はありま

せん。

福祉用具貸与など、保険（予防）給付の

みの利用者も差替えをお願いします。

4

既にサービスを利用していて、更新時、

要介護等認定か基本チェックリストかを

確認する利用者のリストは毎月各包括か

ら提供があり、利用者に確認後、包括に

報告するということでいいか。

「サポート事業事業移行予定対象者一

覧」を毎月給付管理時にお渡しします。

利用者にご確認いただき、上記一覧に記

載しております提出期限までに「サポー

ト事業調査票」のご提出をお願いいたし

ます。

1
総合事業移行後の各サービスの料金はど

うなるのか。

各サービスの単位は現行の単位と同じで

す。

但し、要支援２で通所介護を利用する場

合、週１回の利用を設定します。

2
訪問介護、通所介護の契約書のひな形は

もらえるのか。
特にお示しは致しません。

＜サービス事業者からの質問＞

その他
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3
法人として、定款変更の際の事業名は何

を使うのか。

吹田市独自の事業、サービスの名称が確

定するのは平成２９年４月となります。

他市の指定の可能性等も踏まえ、「第１

号訪問事業」、「第１号通所事業」など

国が法・省令等で示す事業名を使うな

ど、各法人でご判断ください。

4 ケアマネジメントBはないのか。
平成２９年４月スタート時は吹田市では

ケアマネジメントBは実施しません。

5

サポート事業の報酬は平成２９年度は現

行どおりとのことだが、平成３０年度以

降も吹田市では現行通りの報酬を考えて

いるのか。

状況を把握しながら、今後検討予定で

す。

1
総合事業に関する問い合わせ先は地域包

括支援センターか。

各地域包括支援センターにお願いしま

す。

＜その他＞


